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民間団体への援助に関する検討会の検討状況と今後の予定について 
 
 

 
（１）開催状況 
 
○第１回（合同会議 平成１８年４月１２日（水）１４時～１６時） 
 議題：「経済的支援に関する検討会の開催状況について（第１回）」に同じ 
 
○第２回（平成１８年５月２５日（木）１５時～１７時） 
 議題：当面のスケジュールについて、論点整理について（有識者構成員からの発表等）、

検討会において実施するヒアリングについて 等 
 （発表者） 
   ・ 冨田信穂  常磐大学大学院被害者学研究科教授 
    ・ 中島聡美   国立精神・神経センター精神保健研究所成人精神保健部成人精神保

健研究室長 
 
○第３回（合同会議 平成１８年６月３０日（金）１５時～１８時） 
 議題：「経済的支援に関する検討会の開催状況について（第４回）」に同じ 
 
○第４回（平成１８年７月１３日（木）１５時～１７時） 
 議題：民間団体等の活動の実態等についての有識者からのヒアリング、海外調査の調査

項目等について 等 
 （ヒアリング事項及び説明者） 
  ・ 民間団体等の活動の実態等についての有識者からのヒアリング 
        ：渡辺 直  全国被害者支援ネットワーク事務局長 
        ：照山美知子 社団法人いばらき被害者支援センター事務局長 
        ：川崎政宏  NPO法人おかやま犯罪被害者ｻﾎﾟｰﾄ・ﾌｧﾐﾘｰｽﾞ理事長 
        ：土師 守  自助ｸﾞﾙｰﾌﾟ「六甲友の会」世話人、全国犯罪被害者の会

（あすの会）幹事、NPO法人ひょうご被害者支援ｾﾝﾀｰ監事 
 
○第５回（平成１８年８月３日（木）１５時～１７時） 
 議題：有識者からのヒアリング、行政からのヒアリング、今後のスケジュールについて 

等 
 （ヒアリング事項及び説明者） 
  ・ 民間団体の活動の実態等について 
    （性被害を対象とした支援団体の活動実態と財政運営状況について、同団体が必

要とする財政的援助以外の具体的援助について） 
        ：番 敦子  弁護士 
  ・ 警察庁及び都道府県警察における民間団体への援助の実態について 
        ：廣田耕一  警察庁給与厚生課犯罪被害者対策室長  
  ・ ＤＶ、児童虐待等による被害者等を支援する民間団体への援助の実態について 
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        ：薬師寺順子  厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子家庭等自立支援
室女性保護専門官 

  ・ 民間シェルター等に対する財政的援助に関する交付税措置について 
        ：塚崎裕子  内閣府男女共同参画局推進課配偶者間暴力対策調整官
  
  ・ 民間団体に対する地方公共団体からの援助の実態について） 
        ：高津 守  内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官 
 
○第６回（平成１８年１１月２日（木）１５時～１８時）  
               ※「支援のための連携に関する検討会」との合同会議 
 議題：関連調査の結果、民間団体の現状と問題点、連携の現状と問題点 等 
 
○第７回（平成１８年１２月７日（木）） 
 議題：民間団体による支援の在り方、国による民間団体への援助の在り方 等 
 
（２）今後の予定 
 
○第８回（平成１９年１月） 
 議題：国による民間団体への援助の在り方② 等 
 
○第９回（３月） 
 議題：国による民間団体への援助の在り方③、中間報告取りまとめに向けた議論 等 
 
○第１０回（４月） 
 議題：中間報告取りまとめに向けた議論② 等 
 
○第１１回（５月） 
 議題：中間報告取りまとめ、今後のスケジュール 等 
 



論
点

関
連
す
る
現
行
制
度
や
民
間
団
体
の
現
状
等

現
状
等
に
関
す
る
問
題
点

論
点
に
関
す
る
意
見
等

≪
民
間
団
体
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
支
援
の
在
り
方
≫

１
．
民
間
団
体
の

支
援
活
動
の
位
置

付
け

○
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
（基
本
法
）で
は
、
国
・地
方
公
共
団
体
だ
け

で
な
く
関
係
機
関
や
民
間
団
体
が
連
携
協
力
し
て
施
策
を
推
進
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
（基
本
法
第
７
条
）。

○
民
間
団
体
に
よ
る
支
援
の
意
義
に
つ
い
て
、
以
下
の
点
を
指
摘
で
き
る
。

①
刑
事
司
法
機
関
に
通
報
し
な
い
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
支
援
も
行
え
る
。

②
警
察
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
支
援
業
務
に
必
要
な
人
的
資
源
等
が
確
保
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
た
め
、
民
間
団
体
が
こ
れ
を
補
完
す
る
こ
と
が
必
要
。

③
刑
事
手
続
終
了
後
の
中
長
期
的
な
支
援
に
つ
い
て
も
、
民
間
団
体
で
あ
れ
ば
対
応
で
き
る
。

④
犯
罪
被
害
者
等
の
直
面
す
る
問
題
は
多
様
で
あ
り
、
複
数
の
公
的
機
関
が
関
与
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
こ
れ
ら
機
関
の
連
絡
・調
整
を
第
一
線
で
行
う
公
的
機
関
は

(現
在
の
と
こ
ろ

)存
在
し
な
い
。
こ
の

よ
う
な
場
合
で
も
、
民
間
団
体
が
対
応
す
る
こ
と
は
可
能
。

⑤
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
活
動
を
行
う
民
間
団
体
の
存
在
自
体
が
、
被
害
者
等
の
精
神
的
な
支

え
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑥
民
間
団
体
が
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
コ
ス
ト
を
削
減
で
き
る
。
　
【冨
田
構
成
員
】

２
．
民
間
団
体
の

活
動
の
在
り
方

（国
・地
方
公
共
団

体
と
の
役
割
分

担
、
民
間
で
行
っ

た
方
が
効
果
的
な

活
動
は
何
か
。
）

○
基
本
法
で
は
、
国
・地
方
公
共
団
体
の
基
本
的
施
策
と
し
て
、
①
相
談

及
び
情
報
の
提
供
等
、
②
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
の
援
助
等
、
③

給
付
金
支
給
制
度
の
充
実
等
、
④
保
健
医
療
・福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、

⑤
居
住
・安
全
の
確
保
等
の
ほ
か
、
民
間
団
体
に
対
す
る
援
助
を
掲
げ
て

い
る
。

○
民
間
団
体
が
実
施
で
き
な
い
活
動
の
う
ち
、
国
・地
方
公
共
団
体
で
行
う
べ
き
支
援
は
以
下
の
と

お
り
。

①
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
経
済
的
支
援
（補
償
、
緊
急
・一
時
的
な
経
済
的
支
援
、
税
制
上
の
優
遇

措
置
、
医
療
費
の
無
料
化
等
）

②
安
全
の
確
保
（Ｄ
Ｖ
被
害
者
や
虐
待
児
童
以
外
の
被
害
者
の
緊
急
的
な
シ
ェ
ル
タ
ー
、

24
時
間
レ

イ
プ
ク
ラ
イ
シ
ス
セ
ン
タ
ー
）

③
専
門
的
支
援

　
・地
方
公
共
団
体
で
の
被
害
者
相
談
窓
口
、
担
当
者
の
設
置
（特
に
福
祉
事
務
所
や
協
議
会
で

重
要
。
）

　
・自
治
体
病
院
で
の
被
害
者
支
援
の
推
進
：救
命
救
急
等
に
お
け
る
被
害
者
へ
の
対
応
、
精
神
科

に
お
け
る
専
門
治
療
（特
に
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
の
被
害
者
相
談
の
推
進
な
ど
）

④
そ
の
他

　
・地
方
公
共
団
体
に
よ
る
活
動
場
所
の
提
供
、
低
額
で
の
貸
与

　
・学
校
教
育
で
の
被
害
・加
害
予
防
、
被
害
者
対
応
教
育

　
・国
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
の
被
害
者
支
援
へ
の
助
成

　
・国
に
よ
る
被
害
者
支
援
活
動
の
評
価
等
の
た
め
の
全
国
調
査
の
実
施

　
・国
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
へ
の
情
報
提
供
、
活
動
支
援
　
　
　
　
【中
島
構
成
員
】

≪
国
に
よ
る
民
間
団
体
へ
の
援
助
の
在
り
方
≫

１
．
被
援
助
団
体
の
範
囲

（１
）犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
（早
期
援
助
団
体
）

○
早
期
援
助
団
体
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
支
援
活
動
の
質
は
あ
る
程
度
の
水

準
に
達
し
て
お
り
、
我
が
国
の
被
害
者
支
援
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。

○
早
期
援
助
団
体
の
指
定
は
９
団
体
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
財
政
的
基
盤
も

安
定
的
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。

○
早
期
援
助
団
体
の
数
を
今
後
増
や
す
必
要
が
あ
る
。
【冨
田
構
成
員
】

○
早
期
援
助
団
体
の
指
定
を
受
け
た
場
合
、
税
制
上
の
優
遇
措
置
を
受
け
ら
れ
る
も
の
の
、
国
・地

方
公
共
団
体
か
ら
自
動
的
に
財
政
的
援
助
を
受
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
【冨
田
構
成
員
】

検
討
会
に
お
け
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
等
を
基
に
事
務
局
に
て
整
理

民
間
団
体
の
現
状
と
問
題
点
等
に
つ
い
て

○
全
国
被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
加
盟
団
体
（4

2団
体
）の
う
ち
、
９
団
体
（宮
城
、
秋
田
、
東

京
、
茨
城
、
埼
玉
、
愛
知
、
京
都
、
熊
本
、
宮
崎
）が
早
期
援
助
団
体
と
し
て
指
定
。

○
９
団
体
い
ず
れ
も
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
何
ら
か
の
財
政
的
援
助
を
受
け
て
い
る
。

○
国
は
都
道
府
県
警
察
費
補
助
金
に
よ
り
経
費
の

1/
2を
補
助

　
※
平
成

18
年
度
予
算
：1
億

68
00
万
円
の
一
部

1/
4



論
点

関
連
す
る
現
行
制
度
や
民
間
団
体
の
現
状
等

現
状
等
に
関
す
る
問
題
点

論
点
に
関
す
る
意
見
等

検
討
会
に
お
け
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
等
を
基
に
事
務
局
に
て
整
理

（２
）早
期
援
助
団
体
以
外
の
被
害
者
支
援
団
体

①
全
国
被
害
者
支

援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

加
盟
団
体
及
び
事

務
局

ア
．
加
盟
団
体

○
40
都
道
府
県

42
団
体
（う
ち

9団
体
が
早
期
援
助
団
体
）で
構
成
。

   
加
盟
団
体
が
多
く
全
国
規
模
で
活
動
。

○
42
団
体
で
総
数

1,
05

4人
（常
勤
職
員

6％
、
非
常
勤
職
員

10
％
、
有

償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

17
％
、
無
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

67
％
）

○
加
盟
団
体
間
で
予
算
規
模
に
差
（3
万
円
～

1.
4億
円
）が
あ
る
。

○
33
団
体
が
地
方
公
共
団
体
か
ら
財
政
的
援
助
を
受
け
て
い
る
。

○
国
は
都
道
府
県
警
察
費
補
助
金
に
よ
り
経
費
の

1/
2を
補
助

　
※
平
成

18
年
度
予
算
：1
億

68
00
万
円
（早
期
援
助
団
体
分
も
含
む
。
）

イ
．
全
国
被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
務
局

○
年
間
予
算
は
約

4,
70

0万
円
。

　
 う
ち
、
民
間
助
成
団
体
か
ら
の
寄
付
は

4,
16

0万
円

○
職
員
は
常
勤
２
名
、
非
常
勤
２
名
。

○
国
・地
方
公
共
団
体
の
補
助
等
は
受
け
て
い
な
い
。

ア
．
加
盟
団
体

※
活
動
内
容
等
に
関
す
る
問
題
点
は
、
２
．
参
照
。

イ
．
全
国
被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
務
局

○
加
盟
団
体
へ
の
支
援
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
事
務
局
で
は
、

財
政
的
な
問
題
が
な
け
れ
ば
、
①
加
盟
団
体
に
対
す
る
情
報
提
供
、
研

修
の
充
実
、
②
加
盟
団
体
に
対
す
る
緊
急
的
な
財
政
援
助
、
②
中
央
の

調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
的
機
能
を
発
揮
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
ア
．
犯
罪
一
般

○
N

PO
法
人
お
か
や
ま
サ
ポ
ー
ト
・フ
ァ
ミ
リ
ー
ズ
が
地
方
公
共
団
体
か
ら

財
政
的
援
助
を
受
け
て
い
る
。

イ
．
性
犯
罪
、

D
V
、
児
童
虐
待

○
性
被
害
関
係
の
支
援
団
体
へ
の
財
政
的
援
助
も
行
わ
れ
て
い
る
（沖

縄
県
）。

○
D

V
関
係
の
支
援
団
体
は
、
一
時
保
護
に
係
る
援
助
が
中
心
。
１
団
体

当
た
り
の
援
助
額
に
格
差
が
あ
る
（2
～

23
00
万
円
）。

○
「配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」

（D
V
法
）に
基
づ
き
、
都
道
府
県
が
支
弁
す
る

D
V
被
害
者
の
一
時
保
護

を
委
託
費
用
に
つ
い
て
、
平
成

14
年
度
か
ら
そ
の

2分
の
１
を
国
が
補
助
。

※
一
時
保
護
委
託
契
約
施
設
（2

29
）の
う
ち
民
間
団
体
は

81
（H

18
.4

.1
現
在
）。

○
D

V
法
第

26
条
を
受
け
、
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
へ
の
地
方
公
共
団
体
の
財

政
的
援
助
に
つ
い
て
、
平
成

13
年
度
か
ら
地
方
交
付
税
法
上
の
特
別
税

制
需
要
と
し
て
、
各
年
度
末
の
特
別
交
付
税
の
算
定
基
準
に
盛
り
込
ま
れ

た
（措
置
率

1/
2）
。

※
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
へ
の
地
方
公
共
団
体
の
財
政
的
援
助

　
 1

49
団
体
、
１
億

11
15
万
円
（平
成

17
年
度
実
績
）。

○
東
京
強
姦
・救
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
と
危
機
管

理
の
見
地
か
ら
、
セ
ン
タ
ー
の
事
務
所
の
所
在
地
、
ス
タ
ッ
フ
の
実
名
を
公

表
し
て
い
な
い
た
め
、
申
請
手
続
の
際
に
困
難
が
多
い
。
各
種
団
体
、
企

業
等
か
ら
の
支
援
も
、
こ
う
し
た
点
が
ネ
ッ
ク
に
な
る
傾
向
が
あ
る
と
し
て
い

る
。

(3
）自
助
グ
ル
ー
プ

○
定
例
会
等
を
開
催
す
る
の
に
、
会
場
の
確
保
や
交
通
費
等
で
会
員
に

負
担
が
か
か
る
。

○
被
害
者
支
援
に
精
通
し
た
専
門
家
の
協
力
を
得
る
の
が
難
し
い
（専
門

家
の
絶
対
数
の
不
足
、
専
門
家
と
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
が
な
い
、
交
通
費
・謝

礼
等
を
負
担
で
き
な
い
。
）

○
自
助
グ
ル
ー
プ
同
士
の
連
携
が
十
分
で
き
て
い
な
い
。

○
自
助
グ
ル
ー
プ
へ
の
援
助
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
民
間
支
援
団
体
と
密
接
な
関
係
の
あ
る
も
の

に
は
民
間
支
援
団
体
を
通
じ
た
援
助
を
、
関
係
が
希
薄
な
も
の
に
は
直
接
援
助
を
す
る
こ
と
に
な
る

考
え
ら
れ
る
。
【自
助
グ
ル
ー
プ
｢六
甲
友
の
会
｣世
話
人
　
土
師

 守
氏
】

②
全
国
被
害
者
支

援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
加

盟
団
体
以
外
の
団

体

○
早
期
援
助
団
体
以
外
の
団
体
に
つ
い
て
、
資
金
面
で
の
援
助
を
行
う
際
の
形
式
的
な
基
準

(例
え

ば
法
人
格
の
有
無
等

)を
定
め
る
の
は
難
し
い
。
そ
こ
で
、
対
象
と
な
る
団
体
の
範
囲
よ
り
も
、
対
象
と

な
る
支
援
活
動
の
種
類
を
定
め
る
こ
と
を
中
心
と
し
て
、
資
金
面
の
援
助
を
考
え
る
の
も
一
つ
の
方
法

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
場
合
で
も
、
対
象
と
な
る
団
体
の
範
囲
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
制

約
が
課
せ
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
　
【冨
田
構
成
員
】

○
民
間
団
体
が
全
て
の
地
域
に
設
立
さ
れ
、
被
害
者
等
へ
の
支
援
活
動
が
広
く
一
般
的
に
行
わ
れ

る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
【冨
田
構
成
員
】

○
国
・地
方
公
共
団
体
か
ら
自
助
グ
ル
ー
プ
に
対
し
、
直
接
財
政
的
援
助
や
財
政
的
援
助
以

外
の
援
助
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

○
自
助
グ
ル
ー
プ
支
援
と
い
う
形
で
民
間
支
援
団
体
を
通
じ
て
援
助
が
行
わ
れ
て
い
る
。
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論
点

関
連
す
る
現
行
制
度
や
民
間
団
体
の
現
状
等

現
状
等
に
関
す
る
問
題
点

論
点
に
関
す
る
意
見
等

検
討
会
に
お
け
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
等
を
基
に
事
務
局
に
て
整
理

２
．
対
象
と
な
る
事
務
の
範
囲

①
活
動
内
容

○
電
話
・面
接
相
談
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
情
報
提
供
等
が
活
動
の
中
心
と

な
っ
て
い
る
。

○
付
添
い
や
家
事
支
援
等
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
活
動
（特
に
被
害
直
後
）を

十
分
に
行
え
て
い
な
い
。

○
自
助
グ
ル
ー
プ
支
援
を
十
分
行
え
て
い
な
い
。

○
会
員
獲
得
に
向
け
た
活
動
を
十
分
行
え
て
い
な
い
。

○
広
報
啓
発
活
動
を
充
実
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

○
財
政
的
な
問
題
が
な
け
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
被
害
者
の
多
様
な
ニ
ー

ズ
に
対
応
し
た
形
で
必
要
な
支
援
は
概
ね
行
え
る
と
し
て
い
る
。

・2
4時
間
体
制
の
支
援
（ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
、
危
機
介
入
プ
ロ
グ
ラ
ム
）

・家
事
支
援
、
付
添
い
な
ど
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
活
動

・専
門
家
と
の
連
携
に
よ
る
支
援

・自
助
グ
ル
ー
プ
と
の
連
携
協
力

・学
校
、
地
域
社
会
へ
の
広
報
啓
発

・一
時
避
難
施
設
の
確
保
と
そ
の
運
営

・緊
急
一
時
金
の
貸
付

○
被
害
者
等
の
ニ
ー
ズ
や
民
間
団
体
の
現
状
等
を
踏
ま
え
、
民
間
団
体
の
活
動
の
う
ち
具
体
的
に

ど
の
活
動
を
重
点
的
に
援
助
す
る
か
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
は
ど
う
か
。

②
組
織
運
営

○
有
給
ス
タ
ッ
フ
（支
援
員
、
管
理
運
営
事
務
を
統
括
す
る
者
、
現
場
の

支
援
事
業
を
統
括
す
る
者
）が
不
足
し
て
い
る
。

○
支
援
活
動
を
行
う
者
を
対
象
と
し
た
研
修
が
行
え
て
い
な
い
。

３
．
財
政
的
援
助

に
代
替
し
得
る
人

的
・物
的
援
助
策

の
内
容

○
人
材
養
成
へ
の
協
力
、
事
務
所
等
の
提
供
、
広
報
啓
発
へ
の
協
力
に

つ
い
て
は
、
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
（基
本
計
画
）に
お
い
て
、
以
下

の
と
お
り
施
策
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

・民
間
の
団
体
へ
の
支
援
の
充
実
【計
画
Ⅴ
第
４

 ３
(2

)警
察
庁
・厚
生
労

働
省
、
法
務
省
・文
部
科
学
省
・国
土
交
通
省
】

・民
間
の
団
体
等
に
関
す
る
広
報
【計
画
Ⅴ
第
４

 ３
(4

)内
閣
府
・警
察
庁
】

○
資
金
面
以
外
の
援
助
に
つ
い
て
、
早
期
援
助
団
体
と
そ
れ
以
外
の
団
体
と
に
分
け
て
考
え
る
必

要
が
あ
る
。

①
早
期
援
助
団
体
に
対
し
て
は
一
定
の
範
囲
で
情
報
提
供
が
な
さ
れ
て
い
る
。
情
報
提
供
の
対
象

と
な
る
事
件
等
の
拡
大

(い
わ
ゆ
る

au
to

m
at

ic
 r

ef
er

ra
lな
ど

)も
検
討
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

庁
舎
等
の
提
供
や
警
察
電
話
の
利
用
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
。

②
早
期
援
助
団
体
以
外
の
民
間
団
体
に
対
し
て
は
、
財
政
的
援
助
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
活
動
を
行

う
場
合
、
庁
舎
等
の
提
供
や
広
報
活
動
の
協
力
な
ど
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

③
資
金
面
以
外
の
援
助
の
対
象
と
な
る
団
体
の
範
囲
に
つ
い
て
も
、
一
定
の
制
約
が
課
せ
ら
れ
る
の

は
当
然
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
範
囲
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
【冨
田
構
成
員
】

○
犯
罪
一
般
を
支
援
対
象
と
す
る
支
援
団
体
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団

体
に
よ
る
財
政
的
援
助
の
対
象
と
な
る
事
業
は
、
相
談
・面
談
、
広
報
啓

発
・人
材
育
成
が
中
心
。

18
府
県
市
で
は
付
添
い
。

10
府
県
市
で
は
情

報
提
供
、

10
県
市
で
は
自
助
グ
ル
ー
プ
支
援
を
対
象
と
し
て
い
る
。

12
府

県
市
で
は
運
営
管
理
一
般
も
対
象
と
し
て
い
る
。
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論
点

関
連
す
る
現
行
制
度
や
民
間
団
体
の
現
状
等

現
状
等
に
関
す
る
問
題
点

論
点
に
関
す
る
意
見
等

検
討
会
に
お
け
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
等
を
基
に
事
務
局
に
て
整
理

(1
)事
務
所
等
の
提

供
○
７
団
体
に
対
し
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
施
設
・庁
舎
の
一
部
が
事
務
所

等
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
。

○
事
務
所
、
研
修
室
（会
議
室
）、
面
接
室
（応
接
室
）等
の
提
供
、
車
両

の
確
保
に
つ
い
て
要
望
が
あ
る
。

○
基
本
計
画
に
お
い
て
関
連
施
策
が
既
に
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
さ
ら
に
必
要
な

取
組
が
あ
る
か
ど
う
か
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
は
ど
う
か
。

(2
)人
材
養
成
へ
の

協
力

○
ほ
と
ん
ど
の
地
方
公
共
団
体
で
各
種
研
修
会
等
に
対
す
る
講
師
派
遣

等
を
実
施
し
て
い
る
。
警
察
に
よ
る
協
力
が
大
半
。

○
支
援
活
動
を
行
う
者
を
対
象
と
し
た
研
修
が
十
分
で
は
な
い
。
標
準
的

な
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
な
い
。

○
関
係
団
体
・省
庁
か
ら
の
人
材
の
出
向
を
得
た
い
と
の
要
望
が
あ
る
。

○
標
準
的
な
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
は
、
支
援
の
た
め
の
連
携
に
関
す
る
検
討
会
に
お
い
て

検
討
。

○
人
材
の
出
向
に
つ
い
て
は
、
基
本
計
画
に
関
連
施
策
が
既
に
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
踏
ま

え
て
さ
ら
に
必
要
な
取
組
が
あ
る
か
ど
う
か
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
は
ど
う
か
。

(3
)広
報
啓
発
へ
の

協
力

○
ほ
と
ん
ど
の
地
方
公
共
団
体
で
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配

付
、
講
演
会
・シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ
の
講
師
派
遣
等
を
実
施
し
て
い
る
。
警
察

に
よ
る
協
力
が
大
半
。

○
被
害
者
に
支
援
団
体
や
自
助
グ
ル
ー
プ
の
存
在
を
周
知
す
る
こ
と
に

つ
い
て
ニ
ー
ズ
が
あ
る
。

○
基
本
計
画
に
お
い
て
関
連
施
策
が
既
に
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
さ
ら
に
必
要
な

取
組
が
あ
る
か
ど
う
か
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
は
ど
う
か
。

(4
)税
制
上
の
優
遇

措
置
等

○
「犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
」第

23
条
第
２
項

に
規
定
す
る
事
業
を
主
た
る
目
的
と
す
る
法
人
で
あ
っ
て
、
早
期
援
助
団

体
で
あ
る
民
法
法
人
は
、
寄
付
金
控
除
等
の
対
象
と
な
る
特
定
公
益
増

進
法
人
及
び
相
続
財
産
を
贈
与
し
た
場
合
に
相
続
税
が
非
課
税
に
な
る

法
人
の
範
囲
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。

○
現
在
、
５
団
体
（宮
城
、
東
京
、
愛
知
、
京
都
、
熊
本
）が
特
定
公
益
増

進
法
人
の
認
定
を
受
け
て
い
る
。

○
「公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
」

に
よ
り
、
公
益
性
を
認
め
ら
れ
た
法
人
・こ
れ
に
寄
付
す
る
者
に
つ
い
て
当

該
法
律
の
施
行
日
（※
） ま
で
に
所
要
の
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。

（※
）公
布
日
（H

18
.6

.2
）か
ら
起
算
し
て
２
年
６
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
政
令
で
定
め
る
日

○
現
在
、
公
益
法
人
等
改
革
が
進
行
中
で
あ
り
、
そ
の
状
況
を
必
要
に
応
じ
て
適
宜
把
握
す
る
こ
と

と
し
て
は
ど
う
か
。

４
．
援
助
の
経
路

○
地
方
公
共
団
体
が
民
間
団
体
に
対
し
直
接
財
政
的
援
助
を
行
い
、
国

が
援
助
に
要
し
た
費
用
の
一
部
を
負
担
（補
助
金
、
交
付
税
措
置
）す
る

方
式
と
な
っ
て
い
る
。

○
財
政
的
援
助
を
行
う
場
合
に
は
受
け
皿
と
な
る
組
織
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
受
け
皿
組
織
か
ら

各
団
体
に
配
分
を
行
う
場
合
に
は
一
定
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
必
要
で
あ
る
【全
国
被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
渡
辺

 直
事
務
局
長
】。

○
総
合
的
な
被
害
者
支
援
を
行
う
「犯
罪
被
害
者
保
護
法
人
（仮
称
）」
を
設
立
し
、
財
政
的
な
援
助

及
び
優
遇
措
置
を
行
え
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
【基
本
計
画
検
討
会
で
の
意
見
】。

５
．
財
源

○
財
源
は
一
般
財
源
。

○
経
済
的
支
援
に
関
す
る
検
討
会
と
も
関
連
。

○
罰
金
な
ど
を
財
源
と
す
る
「犯
罪
被
害
者
基
金
（仮
称
）」
の
設
立
を
検
討
し
て
ほ
し
い
【基
本
計
画

検
討
会
で
の
意
見
】。
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